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規    則 

那覇市保健所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則（生活

衛生課） 

那覇市規則第28号  

令和８年５月25日  

公 布 済  

 

 

那覇市保健所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                           那覇市長 知念 覚 
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那覇市保健所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

 

那覇市保健所長に対する事務委任規則(平成 25 年那覇市規則第 48 号)の一部を

次のように改正する。 

 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（子育て応援課） 

那覇市規則第29号  

令和８年５月25日  

公 布 済  

 

 

那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

 

                           那覇市長 知念 覚 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９１０号   2026（令和８）年６月15日 

 1018 

 

那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 

那覇市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成 27

年那覇市規則第 44号)の一部を次のように改正する。 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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告    示 

特例道路占用区域の指定について（道路管理課） 

 

那覇市告示第 146 号  

令和８年５月 27 日  

掲 示 済  

 

 

特例道路占用区域の指定について 

 

 

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 62 条第２項の規定に基づき下

記の路線を特例道路占用区域に指定したので、同条第３項の規定に基づき公示する。 

 

那覇市長  知念 覚  

 

 

１. 特例道路占用区域指定路線 

 

２.特例道路占用区域図 
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那覇市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する要綱（人事

課） 

那覇市告示第 150 号  

令和８年５月 28 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

 

                           那覇市長 知念 覚  

 

 

那覇市職員等の公益通報に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

那覇市職員等の公益通報に関する要綱(平成 22 年那覇市告示第 187 号)の一部を

次のように改正する。 

 

 
付 則 

 この要綱は、令和８年６月１日から施行し、改正後の那覇市職員等の公益通報に

関する要綱は、令和８年４月１日から適用する。 
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令和７年度下半期那覇市の財政状況の公表（財政課） 

那覇市告示第 174 号  

令和８年６月 15 日  

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第１項及び地方公営企業法

（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の２第１項の規定により、令和７年 10 月１日

から令和８年３月 31 日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次

のとおり公表する。 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和７年度下半期那覇市の財政（令和８年３月 31日現在） 
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那覇市上下水道局業務の状況の公表（水道事業） 
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那覇市上下水道局業務の状況の公表（下水道事業） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 175 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の指定につ

いて 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関として、次のとお

り指定した。 

 

那覇市長 知念 覚   
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 176 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の廃止につ

いて 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚   
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 177 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の変更につ

いて 

  

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚   
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の再開について（保護管理課） 

那覇市告示第 178 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の再開につ

いて 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成 6年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の 2第 4項に

おいて準用する第 50 条の 2 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第 4 項の

規定による指定医療機関より、次のとおり再開の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 179 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の廃止につ

いて 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成 6年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の 2第 4項に

おいて準用する第 50 条の 2 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第 4 項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚   
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 180 号  

令和８年６月 15 日  

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の変更につ

いて 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 
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公    告 

自動体外式除細動器（AED）賃貸借業務契約に係る入札の実施につ

いて（消防局救急課） 

那覇市公告第 210 号  

令和８年６月 15 日  

 

 

自動体外式除細動器（AED）賃貸借業務契約に係る入札の実施について 

 

   

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項に基づき、制限付一般競

争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の６

及び那覇市契約規則第４条に基づき、次のとおり公告する。 

 

 

        那覇市長 知念 覚      

 

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

(1) 件   名  自動体外式除細動器（AED）賃貸借業務契約  

(2) 契 約 所 属  那覇市消防局救急課 

(3) 履 行 内 容  公告及び仕様書のとおり 

(4) 履 行 場 所  市内コンビニエンスストア（仕様書のとおり） 

(5) 様 式 等  那覇市ホームページからダウンロード 

(6) 契 約 期 間  令和８年９月１日～令和 16年８月 31日まで(96ヶ月) 

(7) 予 定 価 格  非公表 

(8) 最低制限価格  設定しない 

   

２ 入札参加資格 

 次に掲げる全ての事項を満たす者とする。 

 (1)  地方自治法施行令第 167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

 (2) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れた者にあっては、本市の入札参加停止期間を経過していること。 

 (3) 市町村税等を滞納していないこと。 

 (4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てをしていない者であること（会社更生法の規定に基

づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始

の申立てをしている者であっても、当該手続開始の決定後、経営事項審査を

受け本市に競争入札参加資格願を再度提出し、審査を経て有資格者として認

定され、資格者名簿に登録された者で、更生計画認可が決定されたもの又は

再生計画認可の決定が確定されたものを除く。）。 
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 (5) 経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。 

  ※ 公告日の３か月前から開札日までの間に不渡り等を生じていないものであ

ること。なお、上記(4)に該当するものを除く。 

 (6) 那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号）第２条第１号に規 

  定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず又は関係 

していないこと。 

(7) 令和８・令和９年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿に登録されてい

る者。 

(8) 沖縄県内に本社又は営業所並びに支店等があること。 

 

３ 入札参加申込 

 入札に参加する者は、別紙１「制限付一般競争入札参加申請書」を以下の期限ま

でに提出すること。当該期限までに申込書が提出されない場合は、入札に参加でき

ないものとする。 

 (1) 提出期限  令和８年６月 24日（水）午後２時 00分まで 

 (2) 提出方法  那覇市消防局４階 救急課まで持参 ※郵送不可 

（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

 

４ 質問・回答方法 

 入札説明会は実施しないため、入札についての質問がある場合は、以下のとおり

「質問書」を提出してください。 

 (1) 質問の方法  

質問書に質問内容を記載し、消防局救急課宛ＦＡＸにて提出すること。 

   ※提出後、必ず消防局救急課へ連絡すること。 

 (2)  質問受付期限   

令和８年６月 22日（月）午後２時 00分まで 

 (3)  質問に対する回答  令和８年６月 25日（木）15時 00分までに、入札参加

者全員へＦＡＸにて回答する。 

 

５ 入札の日時・場所等 

(1)  入札の日時  令和８年６月 26日（金）午後２時 00分から 

(2) 入札の場所  那覇市消防局４階会議室１（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

 (3) 入札方法   直接投函 

 (4) 必要書類   ア「入札書」 

           イ「委任状」※代理人が入札する場合のみ 

        

６ 入札保証金 

 那覇市契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除とする。ただし、落札者

が契約を締結しないときは、損害賠償金として、入札金額の 100分の５以上の額を

那覇市に納付しなければならない。 

 

７ 契約保証金 

 入札金額の 100分の 10以上とする。なお、那覇市契約規則第 30条第１項第３号
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に基づき、契約保証金を免除することができる。 

 

８ 入札の方法 

(1) 入札書は、書面により直接投函すること。 

 (2) 入札金額は、賃貸借期間における賃借料の総額であり、消費税及び地方消

費税を含まない額とする。落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満に端数があるときは、その端数を切る捨てるものとする。）を落札価格

とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者である問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税

に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 

 

９ 入札の無効 

那覇市契約規則第 14条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 

10 入札の取りやめ等 

 (1) 入札に際して、当該入札を妨害し、又は不正の行為をする恐れがあるとき

は、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させる。 

 (2) 入札参加者が連合し、又は不穏の行為をなす等の場合において、入札を公

正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札

に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 (3) 災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日

を延期することがある。 

 

11 入札結果の公表 

 落札者があるときは落札者名及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に

立ち会った入札者に公表する。 

 

12 落札者の決定方法 

 (1) 予定価格以内で最も低い価格で有効な入札をした者を落札者とする。 

 (2) 同額の入札を行った入札参加者が二者以上いる場合は、くじにより落札者

を決定する。この場合、当該入札者はくじを引くことを辞退することはで

きない。くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務

に関係のない職員にくじを引かせる。 

 (3) 入札執行は３回までとする。 

 

13 落札決定の取り消し 

 落札決定後において、落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合は、

落札決定を取り消す。 

 

14 問い合わせ先 

 〒900-0004 

 那覇市銘苅２丁目３-８ 那覇市消防局４階 救急課 （担当）玉橋 

TEL:098-867-1199（直通） 

 FAX:098-869-1190 
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上下水道局規程 

那覇市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の一部

を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第６号  

令 和 ８ 年 ５ 月 1 5 日  

公 表 済  

 

 

那覇市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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  那覇市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の一部を改正する

規程 

 

那覇市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(昭和 61 年那覇市

水道局規程第３号)の一部を次のように改正する。 

 

 

   付 則 

 この規程は、令和８年６月１日から施行する。 
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那覇市水道給水条例施行規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第７号  

令 和 ８ 年 ５ 月 1 5 日  

公 表 済  

 

 

那覇市水道給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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   那覇市水道給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 

那覇市水道給水条例施行規程(平成 10 年那覇市水道局規程第２号)の一部を次の

ように改正する。 
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 付 則 

 この規程は、令和８年６月１日から施行する。 
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上下水道局告示 

 

公共下水道の供用及び下水の処理開始について 

那覇市上下水道局告示第 10 号  

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

公共下水道の供用及び下水の処理開始について 

 

下水道法第９条第１項及び同条第２項の規定に基づき第 79 次の公共下水道の供用及び

下水の処理開始を次のとおり公示する。 

その関係図面は令和８年６月２日から 15 日間、那覇市上下水道局上下水道部 下水道課

において一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日  

令和８年６月２日  

 

２  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域（汚水）  

首里石嶺町地内の一部、首里山川町地内の一部  

 

３  供用を開始する排水施設の位置（汚水）  

   前項に示す区域（別紙図示）  

 

４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別  

分流式  

 

５  当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び

名称  

那覇市西３丁目 10番１号  那覇浄化センタ－   

 



    那 覇 市 公 報    第１９１０号   2026（令和８）年６月15日 

 1055 
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選挙管理委員会告示 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第３号  

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定による直接請求、市町村の合併の

特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）の規定による合併協議会設置の請求及

び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）の規定に

よる解職請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数

の 50分の１の数 

 

５，０７０人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第 11項及び同法第５条第 15項に規定

する選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

４２，２５０人 

 

 

３ 地方自治法第 76 条第１項、同法第 80 条第１項、同法第 81 条第１項及び同法

第 86 条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

８４，５００人 
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選挙人名簿の登録を行う日について 

 

那覇市選挙管理委員会告示第４号  

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 22 条第１項ただし書きの規定により、

選挙人名簿の登録の日を次のとおり変更した。 

 

登録の日 

６月定時登録  令和８年６月２日 
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監査委員告示 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

那覇市監査委員告示第２号  

令 和 ８ 年 ５ 月 2 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市監査委員  新 垣 淑 博  

同     宮 城   哲  

同     城 間   貞  

同     比 嘉 啓 登  

 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第１項に規定する包括外部

監査人の監査の事務を補助する者について、同条第２項の規定により、次のとおり

告示します。 

 

 

１ 監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

 

 

２ 監査の事務を補助できる期間 

  令和８年５月 26日から令和９年３月 31日まで 

 

 

 

 

 

 


